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市役所代表

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
所
得
状
況
届
の
提
出
受
け
付
け

　

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
は
現
況
届
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
は
所
得

状
況
届
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
提
出
が

な
い
場
合
、
手
当
の
支
給
が
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
福
祉
課
子
育

て
支
援
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

▼
児
童
扶
養
手
当　

８
月
１

　

日
㈮
〜
29
日
㈮

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当　

８
月
11
日
㈪
〜

　

９
月
10
日
㈬

※
対
象
者
に
は
封
書
で
通
知
し
て
い
ま
す
。

　

必
要
書
類
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
☎
51
６
７
１
７

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

対
象
と
な
る
か
た
で
、
ま
だ
申
請
が
お

済
み
で
な
い
か
た
は
、
早
め
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

と
き
・
と
こ
ろ　

▼
８
月
１
日
㈮　

市
役

　

所
新
館
５
階
会
議
室

▼
８
月
４
日
㈪
〜
29
日
㈮　

同
新
館
４
階

　

会
議
室

▼
９
月
１
日
㈪
〜
10
月
９
日
㈭　

同
新
館

　

１
階
福
祉
課

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

必
要
な
も
の

①
申
請
書
②
通
帳
③
印
鑑

④
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）

※
臨
時
福
祉
給
付
金
は
対
象
者
全
員
分
の

　

本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

問
福
祉
課
☎
51
６
７
４
９
（
受
付
会
場
）

「
禁
煙
外
来
」
開
設
の
お
知
ら
せ

　

市
立
中
央
病
院
総
合
診
療
科
で
は
、
７

月
か
ら
「
禁
煙
外
来
」
を
開
設
し
、
保
険

診
療
に
よ
る
禁
煙
治
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
同
外
来
で
は
、
次
の
基
準
を

全
て
満
た
す
か
た
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

と
き　

毎
週
木
曜
日　

午
後
２
時
〜
３
時

※
１
日
２
人
ま
で
で
す
。

対
象
者
の
基
準　

▼
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
診

　

断
テ
ス
ト
の
結
果
が
５
点
以
上
で
あ
る

　

こ
と

▼
「
１
日
の
平
均
喫
煙
本
数
×
喫
煙
年

　

数
」
が
２
０
０
以
上
で
あ
る
こ
と

▼
直
ち
に
禁
煙
を
始
め
た
い
と
思
っ
て
い

　

る
こ
と

▼
禁
煙
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
文
書
で
同

　

意
す
る
こ
と

奥
入
瀬
ろ
ま
ん
パ
ー
ク
臨
時
休
館
の
お
知

ら
せ　

　

奥
入
瀬
ろ
ま
ん
パ
ー
ク
の
給
水
設
備
修

繕
に
伴
い
、
８
月
28
日
㈭
は
、
道
の
駅
奥

入
瀬
全
施
設
を
休
館
し
ま
す
。

問
道
の
駅
奥
入
瀬
☎
72
３
２
０
１

平
成
26
年
度
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

試
験
（
県
下
水
道
協
会
主
催
）　

と
き　

10
月
22
日
㈬　

午
後
２
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

八
戸
会
場
、
青
森
会
場
ほ
か

受
験
料　

８
０
０
０
円
（
別
途
、
振
込
手

　

数
料
必
要
）

申
込
・
配
布
期
間　

８
月
15
日
㈮
〜
９
月

　

１
日
㈪

※
申
込
書
は
15
日
か
ら
管
理
課
で
配
布
し

　

ま
す
。

申
し
込
み
方
法　

申
込
書
に
所
定
の
書
類

　

を
添
え
て
直
接
管
理
課
へ
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。

※
受
験
資
格
な
ど
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

　

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
管
理
課
☎
㉕
４
５
１
５

▼
過
去
１
年
以
内
に
健
康
保
険
を
使
っ
た

　

禁
煙
治
療
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

※
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

　

は
、
全
額
自
費
診
療
と
な
り
ま
す
。
詳

　

し
く
は
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

　

だ
さ
い
。

問
市
立
中
央
病
院
予
約
セ
ン
タ
ー

　

☎
㉓
５
７
９
６

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
ご
案
内

◆
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

　

応
援
し
た
い
県
や
市
町
村
に
寄
附
を
し

た
場
合
、
現
在
住
ん
で
い
る
自
治
体
の
住

民
税
（
本
市
に
住
ん
で
い
る
場
合
、
県
民

税
、
市
民
税
）
お
よ
び
所
得
税
か
ら
、
寄

附
金
額
に
応
じ
て
一
定
額
を
控
除
す
る
制

度
で
す
。

　

本
市
で
育
っ
た
か
た
、
か
か
わ
り
の
あ

る
か
た
だ
け
に
限
ら
ず
、
本
市
を
応
援
し

た
い
か
た
が
ご
利
用
で
き
ま
す
。

　

お
知
り
合
い
の
か
た
で
、
本
市
以
外
に

住
ん
で
い
る
か
た
が
た
に
「
ふ
る
さ
と
納

税
制
度
」
の
利
用
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

　

だ
さ
い
。

■
平
成
25
年
度
ふ
る
さ
と
納
税
実
績

　

▼
計
11
件
▼
総
額
75
万
円
９
千
円

　

十
和
田
市
へ
ご
寄
附
し
て
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
政
策
財
政
課
☎
51
６
７
１
３

野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

ご
み
を
燃
や
す
と
悪
臭
や
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
発
生
原
因
と
な
り
、
周
囲
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
た
め
、
ご
く
一
部
の
例
外
を

除
き
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

罰
則
が
あ
り
ま
す　

▼
５
年
以
下
の
懲
役

　

ま
た
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は

　

こ
の
両
方

▼
法
人
の
場
合
は
３
億
円
以
下
の
罰
金

　
（
両
罰
規
定
）

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
２
６


